
令和３年度 第２回 農林水産消費安全技術センター入札監視委員会審議概要

開催日及び場所 令和３年１２月１３日（月）さいたま新都心合同庁舎検査棟７階 大会議室
委員 委員長 寺山昌文（寺山公認会計士事務所所長） 委員 大塚嘉一（菊池総合法律事務所所長）

委員 住田浩典（一般財団法人建築保全センター専務理事）
審議対象期間 令和３年５月１日～令和３年１１月３０日
審議対象案件  １７件   うち、１者応札案件 ０件

          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件
抽出案件   ５件   うち、１者応札案件 ０件

  （抽出率29.4％）
          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

  ３件   うち、１者応札案件 ０件
          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件
  ０件   うち、１者応札案件 ０件
          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件
  ０件   うち、１者応札案件 ０件
          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件
  ０件   うち、１者応札案件 ０件
          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件
  ０件   うち、１者応札案件 ０件
          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件
  １件   うち、１者応札案件 ０件
          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件
  ０件   うち、１者応札案件 ０件
          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件
  ０件   うち、１者応札案件 ０件
          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件
  ０件   うち、１者応札案件 ０件
          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件
  ０件   うち、１者応札案件 ０件
          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件
  ０件   うち、１者応札案件 ０件
          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件
  ０件   うち、１者応札案件 ０件
          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件
  １件   うち、１者応札案件 ０件
          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件
  ０件   うち、１者応札案件 ０件
          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件
  ０件   うち、１者応札案件 ０件
          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件
  ０件   うち、１者応札案件 ０件
          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件
  ０件   うち、１者応札案件 ０件
          契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

（特記事項） 発注工事等に係る入札手続及び契約手続の運用状況について、審議を行った。

意見・質問 回答等

委員からの意見・質問、それに対する回答等 別紙のとおり。 別紙のとおり。

委員会による意見の具申又は勧告の内容 特になし。

［これらに対しセンターが講じた措置］

事務局：農林水産消費安全技術センター業務監査室
（注１）必要があるときは、各事項を著しく変更することなく、所要の変更を加えることができる。
（注２）公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第４２条第１項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。）をいう。
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別 紙 

 

令和３年度第２回入札監視委員会 議事録 

                                                                                      

質問・意見 回  答 

 議題（１）発注工事等に係る入札手続及び契約手続の運用状況について 

   （対象期間：令和３年５月１日～令和３年１１月３０日） 

  

１－１ 低入札調査の結果として問題有りとな

った場合、業者との関係はどうなるのか。 

 

１－１ 契約を締結する相手として不適合で

あれば契約しない。 

１－２ 同様の案件の際、その様（問題有り）に

判断された業者は入札出来るのか。 

 

１－２ 指名停止要綱に抵触していなければ

可能。 

１－３ 低入札であって工事に支障があった場

合はどうなるのか。  

 

 

１－３ 低入札であるかどうかに関わらず、工

事自体が履行出来ないのであれば契約不履行

となり、損害賠償請求対象となる。 

１－４ そういう事態（契約不履行）になったケ

ースはあるのか。  

 

１－４ ない。 

 

１－５ 入札価格について、高額のものと低額の

差額が大きいのはどのような原因が考えられ

るか。 

 

１－５ 理由は判らない。内訳書をもらってい

るので検証は可。ただし、低額は調査するが

高額の場合は通常、調査を行わない。 

１－６ 工事予定価格の設定についてはどのよ

うに行っているか。  

 

１－６ 設計外注と併せて予定価格の積算も

依頼している。国土交通省発出の積算基準で

行っている。 

 

１－７ 指名停止を受けた業者から、苦情申し 

立て等はなかったか。 

 

１－７ ない。 

 

１－８ 設計業務の予定価格はどのように立て 

ているのか。   

 

１－８ 農林水産省の設計積算方法に基づい

て算出している。図面のリストを作成し、そ

の枚数と積算基準と併せて算出。 

  

１－９ 入札公告はどのように行っているのか。 １－９ 本部の掲示板と当センターＨＰ、業界

紙の建通新聞。 

 

 議題（２）一般競争、指名競争に係る入札手続及び随意契約に関する再苦情処理について 

      該当なし 

 議題（３）その他 

  資料について、ペーパーレス化の観点からスライド又はＰＣによる資料提供を検討。 

  （オブザーバー意見） 

                                                                                 以上 


